
 

金監督第１１２１号 
令和８年４月３０日 

 
 
自動車損害賠償責任保険審議会 
  会 長 藤 田 友 敬  殿 

 
 

金融庁長官 伊 藤  豊 

 
 
 自動車損害賠償保障法第３３条第１項後段及び第２項の規定に基づき、下記の

事項について諮問する。 

 

記 

 

１．自動車損害賠償責任保険の基準料率の届出にかかる基準料率を令和８年１１

月１日から使用することを可能にするため、損害保険料率算出団体に関する法

律第１０条の５第１項の規定に基づき、同法第１０条の４第１項に規定する期

間を短縮すること。 

 

２．自動車損害賠償保障法第２８条の２第１項の規定に基づき、農業協同組合及

び農業協同組合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済

規程のうち共済掛金に係るものの一部を、自動車損害賠償責任保険の基準料率

の届出に伴い変更することについて、行政庁が行う承認に対し同意すること。 

 

３．自動車損害賠償保障法第２８条の２第３項の規定に基づき、消費生活協同組

合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済事業規約のう

ち共済掛金に係るものの一部を、自動車損害賠償責任保険の基準料率の届出に

伴い変更することについて、行政庁が行う認可に対し同意すること。 

 

４．自動車損害賠償保障法第２８条の２第５項の規定に基づき、事業協同組合及

び協同組合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済規程

のうち共済掛金に係るものの一部を、自動車損害賠償責任保険の基準料率の届

出に伴い変更することについて、行政庁が行う認可に対し同意すること。 



（案） 
令和８年４月３０日 

 
 
金融庁長官 伊 藤  豊 殿 

 
 

自動車損害賠償責任保険審議会 
会 長  藤 田 友 敬 

 

 

令和８年４月３０日付金監督第１１２１号をもって諮問を受けた事項に関す

る意見を下記のとおり答申する。 
 

記 
 

１．現行の自動車損害賠償責任保険の基準料率は、令和４年度末の滞留資金７，

２３９億円を契約者に還元することを前提に、令和５年４月に引き下げられ

た料率であり、純保険料率の予定損害率については、１３３．５％を見込んで

いた。 
令和７年度の料率検証結果では、令和８契約年度における純保険料率の損害

率は、１２７．３％と想定され、予定損害率よりも僅かに改善している。その

一方で、損害率改善による余剰が僅かであったことから、令和７年度末の滞留

資金は５，２１５億円にとどまり、令和４年度末から大きく減少している状況

にある。これらのことから、現行の純保険料率では、収入が不足する結果とな

った。 
また、社費についても、賃金・物価の上昇を背景に支出が増加しており、令

和６年度決算においては８０億円の赤字となり、累計収支残は３１８億円の赤

字が生じている状況である。さらに、将来の賃金・物価の上昇を考慮すれば、

この赤字幅は拡大していくことが想定され、現行の社費水準では収入が不足す

る結果となった。また同様に、賃金・物価の上昇を踏まえて、代理店手数料の

水準もあわせて調整することが適当と考えられる。 
以上より、責任保険の基準料率については、収入の不足を補うために、引上

げ改定を行うことが妥当であり、届出のあったとおり、別表のように変更する

ことが適当である。 
したがって、届出のあった基準料率を令和８年１１月１日から使用するため

に、損害保険料率算出団体に関する法律第１０条の５第１項の規定に基づき、

同法第１０条の４第１項に規定する期間を短縮することについては、異議はな

い。 

 
  



 

 

２．自動車損害賠償保障法第２８条の２第１項の規定に基づき、農業協同組合及

び農業協同組合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済

規程のうち共済掛金に係るものの一部を、自動車損害賠償責任保険の基準料

率の届出に伴い変更することについて、行政庁が行う承認に対し同意するこ

とについては、別表と同一の変更であれば、異議はない。 

 
３．自動車損害賠償保障法第２８条の２第３項の規定に基づき、消費生活協同組

合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済事業規約のう

ち共済掛金に係るものの一部を、自動車損害賠償責任保険の基準料率の届出

に伴い変更することについて、行政庁が行う認可に対し同意することについ

ては、別表と同一の変更であれば、異議はない。 

 
４．自動車損害賠償保障法第２８条の２第５項の規定に基づき、事業協同組合及

び協同組合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済規程

のうち共済掛金に係るものの一部を、自動車損害賠償責任保険の基準料率の

届出に伴い変更することについて、行政庁が行う認可に対し同意することに

ついては、別表と同一の変更であれば、異議はない。 



[ 別 表 ]

自動車損害賠償責任保険改定基準料率表

（１）離島以外の地域（沖縄県を除く。）に適用する基準料率

車　　　　種 １ ２ か 月 契 約 ２ ４ か 月 契 約 ３ ６ か 月 契 約 ４ ８ か 月 契 約 ６ ０ か 月 契 約

（円） （円） （円） （円） （円）

営 業 用   ３２，７８０             

自 家 用   １２，２２０             

Ａ   ８３，４２０             

Ｂ   ６６，７９０             

Ｃ   ５１，４００             

Ｄ   ３２，８５０             

  １２，２５０   １８，５６０   ２４，６９０       

  ２５，１８０   ４４，０５０          

  １８，６８０   ３１，２４０          

  １９，１３０   ３２，１３０          

  １７，９３０   ２９，７５０          

営 業 用   １６，６７０   ２７，２７０          

自 家 用   １３，７１０   ２１，４３０          

  ７，７３０   ９，６４０   １１，５１０       

検 査 対 象 車   １２，３００   １８，６６０   ２４，８３０       

検 査 対 象 外 車   ７，８００   ９，７８０   １１，７００   １３，５６０   １５，３７０ 

  ７，６３０   ９，４６０          

  ６，９７０   ８，１５０   ９，３１０       

  １０，４２０   １４，９６０   １９，３７０   ２３，６５０   ２７，８２０ 

  ７，５５０   ９，２９０   １０，９８０   １２，６３０   １４，２３０ 

検 査 対 象 車   ７，５５０   ９，２９０   １０，９８０   １２，６３０   １４，２３０ 

検 査 対 象 外 車   ７，５４０   ９，２６０   １０，９３０   １２，５５０   １４，１３０ 

  ７，２１０   ８，６２０          

  ７，２１０   ８，６２０          

  １３，７７０   ２１，５５０          

  ９，０４０   １２，２３０ １５，３４０       

検 査 対 象 車   ９，０４０   １２，２３０          

検 査 対 象 外 車   ９，０４０   １２，２１０   １５，２９０   １８，２８０   ２１，１９０ 

  ５，８７０   ５，９７０          

検 査 対 象 車   ５，８７０   ５，９７０          

検 査 対 象 外 車   ５，８９０   ５，９９０   ６，１００   ６，２００   ６，３１０ 

  ７，７３０   ９，６３０   １１，４８０   １３，２８０ １５，０３０ 

  ７，４３０   ９，０４０   １０，６１０   １２，１３０ １３，６２０ 

原動機付自転車

一 般 原 動 機 付 自 転 車

特 定 小 型 原 動 機 付 自 転 車

被けん引自動車 (被けん引 軽自 動車 を除 く )

被 け ん 引 軽 自 動 車

特

種

用

途

自

動

車

霊 き ゅ う 自 動 車

教 習 用 自 動 車

そ

の

他

三輪以上の自動車(軽自動車を除
く )

小 型 二 輪 自 動 車

軽 自 動 車

大 型 特 殊 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車

緊 急 自 動 車

商

品

自

動

車

三輪以上の自動車(軽自動車を除く)

小 型 二 輪 自 動 車

軽 自 動 車

け ん 引 小 型 貨 物 自 動 車

小 型 二 輪 自 動 車

軽 自 動 車

最大積載量が２トンを超えるもの

最大積載量が２トン以下のもの

自

家

用

最大積載量が２トンを超えるもの

最大積載量が２トン以下のもの

普
通
貨
物
自
動
車

及

び

け
ん
引
普
通
貨
物
自
動
車

営

業

用

乗 合 自 動 車 及 び

け ん 引 旅 客 自 動 車

営 業 用 乗 用 自 動 車

自 家 用 乗 用 自 動 車

小 型 貨 物 自 動 車 及 び



自動車損害賠償責任保険改定基準料率表

（２）離島地域（沖縄県を除く。）に適用する基準料率

車　　　　種 １ ２ か 月 契 約 ２ ４ か 月 契 約 ３ ６ か 月 契 約 ４ ８ か 月 契 約 ６ ０ か 月 契 約

（円） （円） （円） （円） （円）

営 業 用   １２，９４０             

自 家 用   １２，２２０             

個人タクシーを除く   １７，０９０             

個 人 タ ク シ ー   １６，１６０             

  ７，０３０   ８，２６０   ９，４７０       

  １２，５３０   １９，１１０          

  １１，１２０   １６，３４０          

  １２，５３０   １９，１１０          

  １１，１２０   １６，３４０          

営 業 用   ８，０５０   １０，２９０          

自 家 用   ８，０１０   １０，２１０          

  ６，４２０   ７，０８０   ７，７１０       

検 査 対 象 車   ６，８１０   ７，８５０   ８，８５０       

検 査 対 象 外 車   ６，１４０   ６，４９０   ６，８３０   ７，１７０   ７，５００ 

  ５，９４０   ６，１２０          

  ５，９５０   ６，１４０   ６，３３０       

  ６，０１０   ６，２７０   ６，５１０   ６，７６０   ７，０００ 

  ６，０００   ６，２４０   ６，４７０   ６，７１０   ６，９３０ 

検 査 対 象 車   ６，０００   ６，２４０   ６，４７０   ６，７１０   ６，９３０ 

検 査 対 象 外 車   ６，０２０   ６，２６０   ６，４９０   ６，７３０   ６，９５０ 

  ５，８８０   ６，０００          

  ５，８８０   ６，０００          

  ６，５４０   ７，３００          

  ５，９１０   ６，０７０   ６，２２０       

検 査 対 象 車   ５，９１０   ６，０７０          

検 査 対 象 外 車   ５，９００   ６，０２０   ６，１３０   ６，２５０   ６，３７０ 

  ５，８７０   ５，９７０          

検 査 対 象 車   ５，８７０   ５，９７０          

検 査 対 象 外 車   ５，８９０   ５，９９０   ６，１００   ６，２００   ６，３１０ 

  ５，９７０   ６，１５０   ６，３４０   ６，５２０   ６，７００ 

  ５，９５０   ６，１３０   ６，３００   ６，４７０   ６，６３０ 

乗 合 自 動 車 及 び

け ん 引 旅 客 自 動 車

営 業 用 乗 用 自 動 車

自 家 用 乗 用 自 動 車

普
通
貨
物
自
動
車

及

び

け
ん
引
普
通
貨
物
自
動
車

営

業

用

最大積載量が２トンを超えるもの

最大積載量が２トン以下のもの

自

家

用

最大積載量が２トンを超えるもの

最大積載量が２トン以下のもの

小 型 二 輪 自 動 車

小 型 貨 物 自 動 車 及 び

け ん 引 小 型 貨 物 自 動 車

小 型 二 輪 自 動 車

軽 自 動 車

大 型 特 殊 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車

軽 自 動 車

原動機付自転車

緊 急 自 動 車

商

品

自

動

車

三輪以上の自動車(軽自動車を除く)

小 型 二 輪 自 動 車

軽 自 動 車

一 般 原 動 機 付 自 転 車

特 定 小 型 原 動 機 付 自 転 車

被けん引自動車 (被けん引 軽自 動車 を除 く )

被 け ん 引 軽 自 動 車

特

種

用

途

自

動

車

霊 き ゅ う 自 動 車

教 習 用 自 動 車

そ

の

他

三輪以上の自動車(軽自動車を除
く )



自動車損害賠償責任保険改定基準料率表

（３）沖縄県（離島地域を除く。）に適用する基準料率

車　　　　種 １ ２ か 月 契 約 ２ ４ か 月 契 約 ３ ６ か 月 契 約 ４ ８ か 月 契 約 ６ ０ か 月 契 約

（円） （円） （円） （円） （円）

営 業 用   ２４，２２０             

自 家 用   １２，２２０             

個人タクシーを除く   ４７，９２０             

個 人 タ ク シ ー   ３２，８５０             

  ８，２２０   １０，６２０   １２，９６０       

  １０，８８０   １５，８５０          

  １０，８８０   １５，８５０          

  １０，８８０   １５，８５０          

  １０，８８０   １５，８５０          

営 業 用   ８，８９０   １１，９３０          

自 家 用   ８，８５０   １１，８６０          

  ５，９４０   ６，１２０   ６，３００       

検 査 対 象 車   ８，２６０   １０，７００   １３，０８０       

検 査 対 象 外 車   ５，９７０   ６，１７０   ６，３５０   ６，５４０   ６，７３０ 

  ６，３６０   ６，９５０    

  ６，９１０   ８，０３０   ９，１３０ 

  ６，９９０   ８，１８０   ９，３５０   １０，４９０   １１，５９０ 

  ５，９４０   ６，１２０   ６，２９０   ６，４７０   ６，６４０ 

検 査 対 象 車   ６，０００   ６，２４０   ６，４７０   ６，７１０   ６，９３０ 

検 査 対 象 外 車   ５，９７０   ６，１６０   ６，３５０   ６，５４０   ６，７２０ 

  ６，６９０   ７，５９０    

  ６，６９０   ７，５９０    

  ８，１４０   １０，４７０    

  ７，８２０   ９，８３０   １１，７８０ 

検 査 対 象 車   ７，８２０   ９，８３０    

検 査 対 象 外 車   ７，８４０   ９，８５０   １１，８００   １３，７００   １５，５５０ 

  ５，８７０   ５，９７０    

検 査 対 象 車   ５，８７０   ５，９７０    

検 査 対 象 外 車   ５，８９０   ５，９９０   ６，１００   ６，２００   ６，３１０ 

  ５，９７０   ６，１５０   ６，３４０   ６，５２０   ６，７００ 

  ５，９５０   ６，１３０   ６，３００   ６，４７０   ６，６３０ 

原動機付自転車

一 般 原 動 機 付 自 転 車

特 定 小 型 原 動 機 付 自 転 車

被けん引自動車 (被けん引 軽自 動車 を除 く )

被 け ん 引 軽 自 動 車

特

種

用

途

自

動

車

霊 き ゅ う 自 動 車

教 習 用 自 動 車

そ

の

他

三輪以上の自動車(軽自動車を除
く )

小 型 二 輪 自 動 車

軽 自 動 車

大 型 特 殊 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車

緊 急 自 動 車

商

品

自

動

車

三輪以上の自動車(軽自動車を除く)

小 型 二 輪 自 動 車

軽 自 動 車

け ん 引 小 型 貨 物 自 動 車

小 型 二 輪 自 動 車

軽 自 動 車

最大積載量が２トンを超えるもの

最大積載量が２トン以下のもの

自

家

用

最大積載量が２トンを超えるもの

最大積載量が２トン以下のもの

普
通
貨
物
自
動
車

及

び

け
ん
引
普
通
貨
物
自
動
車

営

業

用

乗 合 自 動 車 及 び

け ん 引 旅 客 自 動 車

営 業 用 乗 用 自 動 車

自 家 用 乗 用 自 動 車

小 型 貨 物 自 動 車 及 び



自動車損害賠償責任保険改定基準料率表

（４）沖縄県の離島地域に適用する基準料率

車　　　　種 １ ２ か 月 契 約 ２ ４ か 月 契 約 ３ ６ か 月 契 約 ４ ８ か 月 契 約 ６ ０ か 月 契 約

（円） （円） （円） （円） （円）

営 業 用   １２，９４０             

自 家 用   １２，２２０             

個人タクシーを除く   １６，９５０             

個 人 タ ク シ ー   １６，０３０             

  ７，０３０   ８，２６０   ９，４７０       

  １０，５１０   １５，１４０       

  １０，３２０   １４，７５０       

  １０，５１０   １５，１４０       

  １０，３２０   １４，７５０       

営 業 用   ８，０３０   １０，２４０       

自 家 用   ８，０００   １０，１９０       

  ５，９４０   ６，１２０   ６，３００       

検 査 対 象 車   ６，２２０   ６，６７０   ７，１１０       

検 査 対 象 外 車   ５，９７０   ６，１７０   ６，３５０   ６，５４０   ６，７３０ 

  ５，９４０   ６，１２０ 

  ５，９５０   ６，１４０   ６，３３０ 

  ６，０１０   ６，２７０   ６，５１０   ６，７６０   ７，０００ 

  ５，９４０   ６，１２０   ６，２９０   ６，４７０   ６，６４０ 

検 査 対 象 車   ５，９７０   ６，１９０   ６，４００   ６，６１０   ６，８１０ 

検 査 対 象 外 車   ５，９７０   ６，１６０   ６，３５０   ６，５４０   ６，７２０ 

  ５，８８０   ６，０００ 

  ５，８８０   ６，０００ 

  ６，１１０   ６，４６０ 

  ５，９１０   ６，０７０   ６，２２０ 

検 査 対 象 車   ５，９１０   ６，０７０ 

検 査 対 象 外 車   ５，９００   ６，０２０   ６，１３０   ６，２５０   ６，３７０ 

  ５，８７０   ５，９７０ 

検 査 対 象 車   ５，８７０   ５，９７０ 

検 査 対 象 外 車   ５，８９０   ５，９９０   ６，１００   ６，２００   ６，３１０ 

  ５，９７０   ６，１５０   ６，３４０   ６，５２０   ６，７００ 

  ５，９５０   ６，１３０   ６，３００   ６，４７０   ６，６３０ 

乗 合 自 動 車 及 び

け ん 引 旅 客 自 動 車

営 業 用 乗 用 自 動 車

自 家 用 乗 用 自 動 車

普
通
貨
物
自
動
車

及

び

け
ん
引
普
通
貨
物
自
動
車

営

業

用

最大積載量が２トンを超えるもの

最大積載量が２トン以下のもの

自

家

用

最大積載量が２トンを超えるもの

最大積載量が２トン以下のもの

小 型 二 輪 自 動 車

小 型 貨 物 自 動 車 及 び

け ん 引 小 型 貨 物 自 動 車

小 型 二 輪 自 動 車

軽 自 動 車

大 型 特 殊 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車

軽 自 動 車

原動機付自転車

緊 急 自 動 車

商

品

自

動

車

三輪以上の自動車(軽自動車を除く)

小 型 二 輪 自 動 車

軽 自 動 車

一 般 原 動 機 付 自 転 車

特 定 小 型 原 動 機 付 自 転 車

被けん引自動車 (被けん引 軽自 動車 を除 く )

被 け ん 引 軽 自 動 車

特

種

用

途

自

動

車

霊 き ゅ う 自 動 車

教 習 用 自 動 車

そ

の

他

三輪以上の自動車(軽自動車を除
く )



 

金監督第１１２１号  
令和８年４月３０日  

 

 

自動車損害賠償責任保険審議会 

  会 長 藤 田 友 敬  殿 

 

 

金融庁長官 伊 藤  豊 

 

 

 自動車損害賠償保障法第３３条第２項の規定に基づき、下記の事項について諮

問する。 

 

記 

 

１．自動車損害賠償保障法第２８条第２項の規定に基づき、保険業法第４条第２

項第４号並びに第１８７条第３項第４号に掲げる書類に定めた事項のうち自

動車損害賠償責任保険（以下、「自賠責保険」という。）に関する部分の一部を、

付加率積立金の算出を経費計算基準等に基づくものとし、併せて、改定した経

費計算基準等を用いる場合には、自賠責保険審議会への諮問が必要となるよう

に変更することについて、同法第１２３条第１項（同法第２０７条において準

用する場合を含む。以下同じ。）の規定による認可をすること。 

 

２．自動車損害賠償保障法第２８条第２項の規定に基づき、保険業法第４条第２

項第３号並びに第１８７条第３項第３号に掲げる書類に定めた事項のうち自

賠責保険に関する部分の一部を、「One-JIBAI」（自賠責保険の引受・契約管理

における業界共同システムをいう。以下同じ。）および「s-JIBAI」（自賠責保険

の損害調査業務における業界共同システムをいう。）導入に伴い変更すること

について、同法第１２３条第１項の規定による認可をすること。 

 

３．自動車損害賠償保障法第２８条の２第１項の規定に基づき、農業協同組合及

び農業協同組合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済

規程のうち事業の実施方法及び共済契約に係るものの一部を、「One-JIBAI」の

導入及び組合・保険会社の間に発生する請求関係書類の電子化が可能となる法

整備が行われたことに伴い変更することについて、行政庁が行う承認に対し同

意すること。 

 

４．自動車損害賠償保障法第２８条の２第３項の規定に基づき、消費生活協同組



 

合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済事業規約のう

ち事業の実施方法及び共済契約に係るものの一部を、「One-JIBAI」の導入及び

組合・保険会社の間に発生する請求関係書類の電子化が可能となる法整備が行

われたことに伴い変更することについて、行政庁が行う認可に対し同意するこ

と。 

 

５．自動車損害賠償保障法第２８条の２第５項の規定に基づき、事業協同組合及

び協同組合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済規程

のうち事業の実施方法及び共済契約に係るものの一部を、「One-JIBAI」の導入

及び組合・保険会社の間に発生する請求関係書類の電子化が可能となる法整備

が行われたことに伴い変更することについて、行政庁が行う認可に対し同意す

ること。 



（案） 

令和８年４月３０日 

 

 

金融庁長官 伊 藤  豊 殿 

 

 

自動車損害賠償責任保険審議会 

会 長  藤 田 友 敬 

 

 

 令和８年４月３０日付金監督第１１２１号をもって諮問を受けた事項に関す

る意見を下記のとおり答申する。 

 

記 

 

１．自動車損害賠償保障法第２８条第２項の規定に基づき、保険業法第４条第２

項第４号並びに第１８７条第３項第４号に掲げる書類に定めた事項のうち自

動車損害賠償責任保険（以下、「自賠責保険」という。）に関する部分の一部を、

付加率積立金の算出を経費計算基準等に基づくものとし、併せて、改定した経

費計算基準等を用いる場合には、自賠責保険審議会への諮問が必要となるよう

に変更することについて、同法第１２３条第１項（同法第２０７条において準

用する場合を含む。以下同じ。）の規定による認可をすることについては、異議

はない。 

 

２．自動車損害賠償保障法第２８条第２項の規定に基づき、保険業法第４条第２

項第３号並びに第１８７条第３項第３号に掲げる書類に定めた事項のうち自

賠責保険に関する部分の一部を、「One-JIBAI」（自賠責保険の引受・契約管理に

おける業界共同システムをいう。以下同じ。）及び「s-JIBAI」（自賠責保険の損

害調査業務における業界共同システムをいう。）の導入に伴い変更することに

ついて、同法第１２３条第１項の規定による認可をすることについては、異議

はない。 

 
３．自動車損害賠償保障法第２８条の２第１項の規定に基づき、農業協同組合及

び農業協同組合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済

規程のうち事業の実施方法及び共済契約に係るものの一部を、「One-JIBAI」の

導入及び組合・保険会社の間に発生する請求関係書類の電子化が可能となる法

整備が行われたことに伴い変更することについて、行政庁が行う承認に対し同

意することについては、異議はない。 
 



 

４．自動車損害賠償保障法第２８条の２第３項の規定に基づき、消費生活協同組

合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済事業規約のう

ち事業の実施方法及び共済契約に係るものの一部を、「One-JIBAI」の導入及び

組合・保険会社の間に発生する請求関係書類の電子化が可能となる法整備が行

われたことに伴い変更することについて、行政庁が行う認可に対し同意するこ

とについては、異議はない。 
 
５．自動車損害賠償保障法第２８条の２第５項の規定に基づき、事業協同組合及

び協同組合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済規程

のうち事業の実施方法及び共済契約に係るものの一部を、「One-JIBAI」の導入

及び組合・保険会社の間に発生する請求関係書類の電子化が可能となる法整備

が行われたことに伴い変更することについて、行政庁が行う認可に対し同意す

ることについては、異議はない。 
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